
令和２・３年改正番号法 ガイドライン案について

項目 法・規則改正の概要 ガイドライン改正の概要

漏えい等
報告・本
人通知

漏えい等が発生し、個人
の権利利益を害するおそ
れがある場合（情報提供
ネットワークシステム等か
らの特定個人情報の漏えい
等、不正の目的をもって特
定個人情報が提供された
等）に、委員会への報告
（速報・確報の２段階）及

び本人通知を義務化する。

【マイナンバーガイドライン(事業者編)を改正】
漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置、委員会への報告及び本人への
通知について、事例を含め具体的に説明

・漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置…事実関係の調査及び原因の
究明、再発防止策の検討及び実施等を講ずることを記載

・速報の時間的制限の目安…事態の発生を知った時点から概ね３日～５日以
内（確報については、規則において原則30日以内と規定）
※「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
（平成27年特定個人情報保護委員会告示第２号）」を廃止し、本ガイドラインに
移行

※マイナンバーガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）についても、漏え
い等報告・本人通知に関し今後改正予定

従業者等
の同意に
基づく特
定個人情
報の提供

従業者等であった者が他
の使用者等における従業
者等になった場合におい
て、当該従業者等の同意
があるときは、他の使用
者等に対し、当該従業者
等の個人番号を含む特定
個人情報の提供を可能と
する。

【マイナンバーガイドライン(事業者編)・（行政機関等・地方公共団体等
編）を改正】

番号法第19条第４号の新設を踏まえ、同意取得時期、情報提供の範囲につい
て、具体的に説明

・同意取得時期…出向・転籍・退職等前の使用者等は、従業者等の出向・転
籍・再就職等先の決定以後に、個人番号を含む特定個人情報の具体的な
提供先を明らかにした上で、当該従業者等から同意を取得することが必
要

・提供情報の範囲…提供する特定個人情報の範囲は、「その個人番号関係事
務を処理するために必要な限度」に限定（例：従業者等の氏名、住所、
生年月日等や前職の給与額等）

※令和２年個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律等に伴う改正も合わせて実施
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